
　

   軽 自 動 車

本籍　・　在外選挙登録地

該
当
す
る
も
の
に
〇
を
つ
け
て
下
さ
い

。

「
そ
の
他

」
や

「
申
請
者
以
外

」
の
場
合
は
記
入
を
お
願
い
し
ま
す

。

◆使用目的 （該当するものに○をつけてください）

電　話　　　　　　―　　　　　　―

必

ず

ご

記

入

く

だ

さ

い

◆窓口に来られた方（申請者）

　　登記手続 　　車の登録・廃車

　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　               　　　　　　　　　　　　　　）

交 付 申 請 書 番
号

件数

他

税

年　　　月　　　日生 印  住基カード

手数料
令和　　　年　　　月　　　日

戸

住免 許 証
個人番号

カード

氏　名

大正・昭和・平成・令和
住　所

本人確認

そ の 他
事

　　運転免許（変更・取得） 　　資格試験 　　パスポート
閲

　　年金手続 証明書　№
　　会社提出 　　金融機関提出 　　学校提出

発
行

本
人
確
認

手
交

確
認

住所
申請者の

住所に同じ
その他
の住所

　武雄市　　　　　　　　　　　　町大字　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地
あなたから
みた続柄

➊住民票・印鑑証明書

氏名 申請者
申請者以外
の方の氏名

生年
月日

申請者
に同じ

その他
明治・大正
昭和・平成

令和
年　　　月　　　日

住 民 票

世帯全員　（謄本）
　　　　　　　通 記

載
が
必
要

な
も
の
に
○

本 籍 続 柄 マイナンバー 住民票ｺｰﾄﾞ 備　考

世帯一部　（抄本）
　　　　　　　通

本 籍 続 柄 マイナンバー 住民票ｺｰﾄﾞ

除票　・　改製原
　　　　　　　通

本 籍 続 柄 マイナンバー 住民票ｺｰﾄﾞ

住 民 票 記 載 事 項 証 明
　　　　　　　通

本 籍 続 柄 マイナンバー 住民票ｺｰﾄﾞ

印 鑑 登 録 証 明 書
　　　　　　　通

　　登録番号

法人に関する証明書の場合は

法人登録印を押してください➋税証明・諸証明 ㊞

住所
申請者の

住所に同じ
その他
の住所

あなたから
みた続柄

氏名 申請者
世帯
全員

申請者以外
の方の氏名

生年
月日

申請者
に同じ

その他
明治・大正
昭和・平成

令和
年　　月　　日

所 得 証 明
年分 　　　　通

評 価 証 明 （土 地 ・ 家 屋）
　　　　通

名 寄 帳 （ 写 し ・ 証 明 有 ）
　　　　　通

 通常 ・ 児童手当 ・ 控除内容記載 公 課 証 明 （土 地 ・ 家 屋）
　　　　通

閲 覧 （ 土 地 ・ 住 基 ）
　　　　　件

課 税 証 明
年度 　　　　通

評 価 通 知 （土 地 ・ 家 屋）
　　　　通

年度 　　　　通
字図/航空写真　（1/500　・１/1000）

　　　　通
資 産 証 明 書

　　　　　通

法 人 市 民 税
年度 　　　　通

必要な地番 （　　　　　　　　　　　　　町大字　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地　　　　　）

国保（申告用）
年分 　　　　通

そ の 他 証 明 　改葬許可　・　営業証明　・　不在住証明　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　  　　）

完 納 証 明 書 （滞納が無い証明）
　　　　通

軽自動車税【ナンバー　　　　　　　　　　　　　           】
備考

戸籍にどのような

記載が必要ですか

出生から死亡 ／ 出生から婚姻 ／ 婚姻から死亡 ／ 親子関係がわかるもの ／

兄弟姉妹がわかるもの／死亡がわかるもの／その他（　　　　　　　　　）➌戸籍関係

納
税
証
明
書

市税・国保・固定

本籍
申請者の

住所に同じ
その他
の地番

　武雄市　　　　　　　　　　　　　　町大字　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地

氏名 申請者
申請者以外
の方の氏名

生年
月日

申請者
に同じ

あなたから
みた続柄

筆頭者
申請者
に同じ

申請者以外
の方の氏名

戸籍の附票 除籍・改製原戸籍
戸籍届出

受理証明書
死亡診断書写し
※交付条件あり

□ 身分証明
□ 独身証明

　　　　年　　　月　　　日

　　　　　通 　　　　　通 　　　　　通

その他の
戸籍証明

謄　本
（全部）

抄　本
（一部）

謄　本
（全部）

抄　本
（一部）

謄　本
（全部）

戸　　　籍

保 険 証

婚姻届　・　出生届

　　　　　　　　　通 　　　　　　　　通 　　　　　　通その他（　　　　　　）

※偽りその他不正の手段によって交付を受けた時は、30万円以下の罰金に処せられます（住基法47条、戸籍法133条）

　　　　　通 　　　　　通 　　　　　通

記載が必要なものに〇

パスポート 聞き取り

抄　本
（一部）

その他
明治・大正
昭和・平成

令和

住 宅 用 家 屋 証 明 書
　　　　　通


